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１. 他制度における紛争解決の仕組みの例 ①男⼥雇⽤機会均等法等に基づく紛争解決援助制度

3（出典）厚生労働省パンフレット「職場のトラブルで悩んでいませんか？」

紛争の当事者である労働者（パートタイム労働法に基づく場合はパートタイム労働者）および事業主
※労働組合、使用者団体など紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。

２ 援助の対象となる紛争

１ 援助対象者

下記に関する労働者と事業主との間の紛争
●以下の事項に関する性別による差別的取扱い

募集・採用、配置（業務の配分および権限の付与を含む）・昇進・降格・教育訓練、

一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更
新
●均等法で禁止される間接差別
●婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
●セクシュアルハラスメント
●母性健康管理措置（妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理）

男女雇用機会均等法に基づく場合

育児・介護休業法に基づく場合

下記に関する労働者と事業主との間の紛争
●育児休業制度 ●介護休業制度
●子の看護休暇制度 ●介護休暇制度
●育児のための所定外労働の制限 ●時間外労働の制限、深夜業の制限
●育児のための所定労働時間の短縮措置 ●労働者の配置に関する配慮
●介護のための所定労働時間の短縮等の措置 ●育児休業等を理由とする不利益取扱い

平成２９年１月１日から、次の事項も援助の対象に追加されます

●妊娠・出産等に関するハラスメントを防止する措置

平成２９年１月１日から、次の事項も援助の対象に追加されます

●介護のための所定外労働の制限
●育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置

パートタイム労働法に基づく場合

下記に関するパートタイム労働者と事業主との間の紛争

●昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
●通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い
●職務の遂行に必要な教育訓練の実施
●福利厚生施設の利用の機会の配慮
●通常の労働者への転換を推進するための措置
●雇入れ時の雇用管理の改善措置の内容（賃金制度の内容等）の説明、待遇の決定に当たって
考慮した事項の説明
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１. 他制度における紛争解決の仕組みの例 ②あっせんと調停を両⽅を設けている制度

○ 建設業法（昭和24年法律第100号）（抄）

（あつせん又は調停の開始）

第二十五条の十一 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん⼜は調停を⾏う。

一 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。

二 公共性のある施設⼜は⼯作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を⾏う必要があると

決議したとき。

（調停）

第二十五条の十三 （略）

３ 審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意⾒をきくことができる。

第二章 斡旋

第十二条 労働争議が発⽣したときは、労働委員会の会⻑は、関係当事者の双⽅若しくは⼀⽅の申請⼜は職権に基いて、斡旋員名簿

に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を

臨時の斡旋員に委嘱することもできる。

第十三条 斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。

第三章 調停

第十八条 労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を⾏う。

一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。

二 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。

三 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。

四 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を⾏う必要があると決議したとき。

五 公益事業に関する事件⼜はその事件が規模が⼤きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を

及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。

第二十四条 調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意⾒を徴さなければならない。 5

○ 労働関係調整法（昭和21年法律第25号）（抄）

※ 政令で定めるものは、鉄道・道路・橋・ダム・消防施設・学校、電気事業⽤施設など、紛争により工事の工期が遅延するなどに

よって公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのあるものを規定。
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（申請）

第⼆⼗六条 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の⺠事上の紛争が⽣じた場合においては、当事者の⼀⽅⼜は双⽅

は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書⾯をもつて、あつせん、

調停又は仲裁の申請をすることができる。この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。

（あつせん⼜は調停の開始等の特例）

第二十七条の二 被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る⺠事上の紛争が⽣じ、当事者間の交渉が円滑に進⾏していない場合

において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審

査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意⾒を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを⾏うことができる。

第二十七条の三 中央委員会又は審査会は、前条第一項の規定によるあつせんに係る紛争について、あつせんによつては当該紛争を解

決することが困難であり、かつ、相当と認めるときは、あつせん委員の申出により、当事者の意⾒を聴いた上、その議決に基づき、当該紛

争に関する調停を⾏うことができる。

（出頭の要求）

第三十二条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意⾒をきくことができる。
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○ 公害紛争処理法（昭和45年法律第108号）（抄）



２. 処理期間に係る⽬標期間を設定している例

○ 労働組合法（昭和24年法律第174号）（抄）

第二節 不当労働⾏為事件の審査の⼿続

（審査の期間）

第二十七条の十八 労働委員会は、迅速な審査を⾏うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実

施状況を公表するものとする。
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○ 労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会規則第1号）（抄）

（審査の目標期間の設定等）

第五十条の二 委員会は、労組法第二十七条の十八の規定に基づき、公益委員会議の決定により、審査の期間の目標を定めるものとす

る。

２ 委員会は、毎年少なくとも⼀回、年報、インターネットの利⽤その他の⽅法により、審査の期間の⽬標の達成状況その他の審査の

実施状況を公表するものとする。

○ 中央労働委員会ホームページ


